
 

特許審査官って何だろう？ 
－特許審査官業務のご案内－ 

特許庁審査第四部採用担当 

 

東京工業大学の学生の皆さん。皆さんは「特許」や「特許庁」という言葉は聞いたことがある

と思いますが、「特許審査官」という言葉は初めて聞いた、という方が大半ではないでしょうか。 

特許法などの法律に基づいて特許審査を行うのが特許審査官の仕事の柱の 1つで、皆さんが大

学で習得している「理系の知識」に、「法律の知識」を組み合わせて行っています。なお、「法律

の知識」は、特許庁入庁後に研修で習得しますから、今知らなくても心配はいりません。 

そして、特許審査官は、ただ特許審査を行うだけではなく、特許審査で得た知的財産に関する

知識や経験を活かし、行政官として知的財産行政にも携わります。中小企業・スタートアップの

支援や、知的財産に関する国際協力等、行政官として活躍する場は多岐にわたります。 

理系の知識を活かし、成長する日々を求める皆さん、ちょっとでも「特許審査官」に興味をお

持ちいただけましたら特許庁が主催するイベントへ是非ご参加ください！ 

 

＼イベント情報／

●個別業務説明（対面・オンライン選択可能） 

平日の 9:00～18:00 であれば、ご都合の良い

日時で申し込み可能 

 

 

●知財ゼミ（毎月開催予定） 

12 月 8日（金）座談会（若手職員）編 

1 月 12 日（金）審査実務編 

2 月 27 日（金）知財行政編

＼意外と多い理系公務員／ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＼情報収集方法／ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＼特許庁では理系職員が多数派／ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＼公務員試験情報／ 

 

 

https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/tokkyo/event/index.html
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/tokkyo/event/kobetsu-setsume.html
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/tokkyo/event/chizai-zemi.html

